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子ども・子育て支援金制度の概要

➢少子化対策の財源とし
て、令和８年度に子ど
も・子育て支援金制度が
創設される

➢医療保険者は、現行の
保険料に加え、子ども・
子育て支援金を徴収し、
国へ納付

➢被保険者等が負担する
総額は、段階的に引き
上げられ、令和１０年
度には１兆円(目安)

令和7年3月13日 全国高齢者医療主管課(部)長
及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢
者医療広域連合事務局長会議 資料 一部加工

前回資料
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一人当たりの支援金額（国試算）

➢市町村国保における加
入者一人当たりの支援
金の平均月額は、
令和８年度 ：200円
令和９年度 ：300円
令和10年度：400円

➢国によると、『歳出改革と
賃上げによって実質的な
社会保険負担軽減の効
果を生じさせ、その範囲
内で支援金制度を構築
することにより、実質的な
負担が生じないこととす
る』とされている

こども家庭庁 資料 一部加工

前回資料
(一部更新)
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本県市町国保における子ども・子育て支援金への対応

〇 県は、国から示される各種係数(公費の交付額等)を基に、子ども・子育て支援納付

金総額を算定し、市町ごとの負担額を振り分ける(国のガイドラインに基づき算定)とと

もに、標準保険料率を提示。

〇 市町においては、県が示す標準保険料率を参考に、国から示される方法に基づき、

支援金の額を決定し、被保険者への賦課・徴収を行う。

国保保険者

被保険者 市町 県 国

R8.1月頃

◇納付金総額を算定し市町ごとに振分け
◇標準保険料率を算定し市町に提示

R7.12月頃

各種係数等を通知

R8.3月頃

標準保険料率を参考に、
支援金の額を決定
(賦課・徴収は令和８年度)

令和８年度分の支援納付金に係る
本県市町国保における対応のイメージ

前回資料
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子ども・子育て支援金の算定方法

➢市町は、二方式、三方
式、四方式のうち、いず
れの方式により算定する
かを決定

※医療分・後期分・介護
分については、県内全て
の市町で三方式を採用
（令和７年度）

➢県は、市町と協議のうえ、
多くの市町が採用する方
式を、標準保険料率の
算定方式に決定

➢標準保険料率の算定方
式等を、石川県国民健
康保険運営方針におい
て規定する必要がある

令和7年3月13日 全国高齢者医療主管課(部)長
及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢
者医療広域連合事務局長会議 資料 一部加工

前回資料
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石川県国民健康保険運営方針の中間見直しの方向性

〇 本年１月に国民健康保険運営方針策定要領が国から示され、子ども・子育て支援

納付金に関する区分が追加された。

〇 本県の運営方針においては、同要領に基づき、第３章に、子ども・子育て支援納付

金の区分を追記する方向で見直すことを想定。

石川県国民健康保険運営方針（現行） 抜粋

第３章 市町における保険料の標準的な算定方法及びその水準の平準化

１ 現状
（１）保険料の賦課方式
○ 国民健康保険料は、医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の合計額からなり、区分ごとに賦課方式を定める必要
がある。
賦課方式は、２方式(所得割、被保険者均等割)、３方式(所得割、被保険者均等割、世帯別平等割)、４方式(所得割、

資産割、被保険者均等割、世帯別平等割)の３種類があり、県内では、将来的に全ての市町が３方式となる見通し。

２ 標準的な保険料算定方式
（２）納付金及び標準保険料率の算定方法
○ 標準的な保険料の算定方式等

本県では、３方式を採用している市町が多いことから、標準的な保険料の算定方式は、医療分、後期高齢者支援金分、介
護納付金分とも３方式とする。
また、応益割における均等割指数と平等割指数は、均等割指数は0.7、平等割指数は0.3とする。（納付金の算定方式も同

様とする。）

前回資料
(一部加工)
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石川県国民健康保険運営方針の中間見直しの時期

《参考》 令和５年度における国保運営方針改定スケジュール

R5.6月 〇 国から、国民健康保険運営方針策定要領が示される

～R5.10月頃まで 〇 国保運営方針（案）について、市町等と協議・合意

R5.11月 〇 国保運営方針の改定について、県国保運営協議会へ諮問

R5.12月
～R6.1月

〇 国保運営方針（案）について、パブリックコメントを実施
〇 同案について、市町に対し意見照会を実施

R6.3月 〇 国保運営方針の改定について、県国保運営協議会から答申

R6.4月 〇 石川県国民健康保険運営方針の決定・公表

〇 国は、県が市町等と議論を行ったうえで、令和７年度中の改定は行わず、令和８

年度に行う中間見直しの際に、子ども・子育て支援納付金に係る規定を追加すること

としても差し支えないとしている。

〇 本県においては、市町等との協議の結果、令和８年度の中間見直しの際に同納付

金に係る規定を追加する方向で合意・決定した。


